
 

陽光地区 

Ⅰ 協議体の概要 

 名   称 陽光地区ささえあい会議 

 
設置年月日 令和２年４月１日 開催頻度 

３回／年（全体会） 

３回／年（単位自治会） 

 構成団体（◎：事務局） 

 
○ 連 合 自 治 会 ◎ まちづくり協議会 ○ 民生委員児童委員協議会 ○ 地区社会福祉協議会 

 
○ 老人クラブ連合会 ○ 福祉協力員連絡会 ○ 健康づくり推進員会  第２層生活支援コーディネーター 

 
 市社会福祉協議会 ○ 地域包括支援センター ○ その他（地域ビジョン福祉部会） 

 設置方式 

 
○ 新規設置  既存会議活用（         ）  地域ケア会議活用 

 設置要綱・会則等の有無 有 ・ 無 

 設置までの経緯 

 時 期 内 容 

 
平成３０年 

   ～ 令和元年 

連合自治会が中心となり，各単位自治会に「福祉専門部会※」を設置 

 ※ 単位自治会において，自治会長，民生委員，福祉協力員等で構成し，高齢者

をはじめとした福祉的な課題について検討する組織 

 
令和元年５月 まちづくり協議会に「福祉部会」を設置 

 
令和２年３月 

自治会長会議 

→ 第２層協議体を新規に設置することについて合意形成 

 
    ４月 第２層協議体設置 

 協議体における検討内容（協議体で取り組んできたこと，議論してきたこと） 

 
地域情報の共有， 

課題やニーズの把握について 

・ 地域包括支援センターや各地域団体からの活動報告，情報 

提供 

・ 高齢者の困りごとに関するアンケート調査の実施 

 
支え合い活動について 

（見守り活動，居場所づくり，生活支援ボランティア等）
・ アンケート調査結果を踏まえた生活支援サービスの検討 

  



Ⅱ 取組事例 

 【自治会「福祉専門部」を中心とした協議体運営】 

�

 内 容： 単位自治会の「福祉専門部」においては，自治会圏域の課題の把握や取組の検討を行い，「全

体会」においては，陽光地区全域における課題の把握や取組方針の検討や自治会への周知等を

行うことにより，地域ぐるみの活動を行う体制としている。 

 

【陽光地区ささえあい会議の推進体制】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�

 【高齢者の困りごとに関するアンケート調査の実施】�

� 対 象： ６５歳以上の自治会員 

内 容： 日常生活上の困りごと（ごみ出しや掃除など）や，支援の担い手について把握するもの 

方 法： 単位自治会毎に，回覧等により配布，回収 

 

【アンケート結果の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 効果（検討中の場合は，期待する効果） 

地域課題や担い手について把握することができた。また，第２層協議体の活動の周知につながった。

�

Ⅲ 協議体を設置して，良かったこと 

単位自治会を中心とした組織とすることにより，地域情報の集約や共有，単位自治会の取組の集約や，地域

ぐるみによる取組の検討を行うことができるようになった。  

Ⅳ 今後の方向性 

・ アンケート調査結果を活用し，生活支援サービス（ボランティア活動）の検討を行う。 

・ 各自治会における「福祉専門部」を継続的に開催するとともに，地域ケア会議との連携による課題の把握

を行いながら，支え合い活動の創出に向けた検討を進める。 

・ 若い世代を含めた，担い手となる人材の確保及び充実に向けた検討を行う。 

・ 単位自治会ごとのコーディネーターの設置に向けた検討を行う。 










